
令和７年度 奈良県マンション管理基礎セミナー

マンションの長寿命化を考える

「長期修繕計画書を正しく読み取るには」

日時  令和８年１月１７日(土)13：30～

場所  桜井市役所 ２階 大会議室

ＮＰＯ法人 奈良県マンション管理組合連合会

理事・事務局長 矢野 賢司（マンション管理士）
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本日のテーマ
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１ はじめに

２ 国土交通省「長期修繕計画標準様式」について

３ 長期修繕計画総括表（様式４-１）

３-１ 長期修繕計画総括表の見方

３-２ 長期修繕計画総括表の読み取り方のポイント

４ 長期修繕計画表 推定修繕工事項目（小項目）（様式４-３）

４-１ 長期修繕計画表 （小項目）の見方

４-２ 長期修繕計画表 （小項目）の読み取り方のポイント

５ 修繕工事の資金となる修繕積立金の検討

６ 長期修繕計画の見直しについて

７ まとめ



１ はじめに

マンションの長期修繕計画をご覧になったことがありますか？

マンションで生活していても長期修繕計画を見る機会は余りありません。

管理組合の役員になって大規模修繕などの大きな工事を検討する時や

修繕積立金の増額を検討する時ぐらいではないでしょうか。

奈良県の「マンション管理の無料相談」では当会が相談の対応をしていま

すが、長期修繕計画の見直しや修繕積立金の改定に関する相談が多く寄

せられています。

長期修繕計画はマンションの将来を大きく左右するものです。

大切な資産であるマンションの長寿命化を図るためにも、自分のマンショ

ンの長期修繕計画をしっかり確認しておく必要があります。

今回は以下の視点で長期修繕計画の読み取り方をお話しします。

・長期修繕計画で「何が分かるのか」、「どのように見ればよいのか」

・修繕積立金の改定で負担を少なくするためどう対応すればよいのか

・長期修繕計画の見直しはどのようにすればよいのか
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２ 国土交通省「長期修繕計画標準様式」について

長期修繕計画標準様式は左の表のように

様式第１号から様式第５号で構成されていま

す。

マンションの長期修繕悔計画が作成された

り見直された場合は、総会で承認を得る必要

があります。

一般的に、総会の議案書に添付されるのは

様式第４-１号の「長期修繕計画総括表」、様

式第４-２号「収支計画グラフ」、様式第４-３号

「長期修繕計画表 推定修繕工事項目（小項

目）」の３種類でます。

総会では時間の制約もあり詳しい説明がさ

れていないと思います。

今回は「長期修繕計画総括表（様式４-１）」

と「長期修繕計画表（小項目）（様式４-３）」に

ついて、どう読み取れば良いのか説明します。
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☚ 長期修繕計画総括表（様式４-１）

☚ 長期修繕計画表（小項目）（様式４-３）



３ 長期修繕計画総括表（様式４-１）
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出典：国土交通省「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」 令和６年６月改定
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３ -１ 長期修繕計画総括表（様式４-１）の見方

総括表の左側 総括表の右側

●総括表の右端の
合計欄に３０年間の
工事費合計が表記。

●工事費合計の大
きい工事は？

●この総括表の例
では大規模修繕の
次に工事費が大き
い工事が立体駐車
場設備です。

●大規模修繕の
実施時期の周期は、
この総括表の例で
は１２年となってい
ますが、ガイドライ
ンでは３０年間に大
規模修繕を２回実
施するのが望まし
いとされています。

●表の左端から
工事の「区分」、
「推定修繕工事項
目」、マンションの
「暦年」「経年」が
表記。

●大規模修繕の
概算工事費は、
区分の「仮設」と
「建築」２～７の工
事費の合計。

●総括表の下半
分に支出、収入の
額、修繕積立金の
繰越額が表記。

●下の白ぬきの部
分に現在の修繕
積立金の専有部
分の㎡当りの額と
改定案が表記。
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３ –２ 長期修繕計画総括表（様式４-１）の読み取り方のポイント

ポイント１ 現行の長期修繕計画の収支を圧迫している工事は何か？

機械式駐車設備（立体駐車場設備）のあるマンションでは、設備の維持保全に

要する費用に頭を痛めています。

最も手っ取り早い解決法は、機械式駐車設備の平面化です。但し、築年数の新

しいマンションでは、平面化した場合に必要な収容台数が確保できない問題があ

ります。現在の機械式駐車設備の保守点検業者に機械式駐車設備だけの長期修

繕計画の作成を依頼し、それにより費用削減を検討されることをお薦めします。

ポイント２ 大規模修繕の周期を１５年に延伸する工夫

国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインでは、大規模修繕の周期を１２年

～１５年としています。大規模修繕の周期を１５年に延伸することができたら、資金

計画の上で随分楽になります。資材のグレードアップや新しい工法の検討で大規

模修繕の周期の延伸を図る工夫が重要です。

ポイント３ 不要不急の工事を避ける

長期修繕計画では、設備の修繕工事の実施時期を耐用年数で計画しています。

長期修繕計画の実施時期を鵜呑みにせず、診断、保守点検報告書、保守点検

業者者からのヒアリングで適切な実施時期の見極めが重要です。



４ 長期修繕計画表 推定修繕工事項目（小項目）（様式４-３）

 

8出典：国土交通省「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」 令和６年６月改定
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４-１ 長期修繕計画表 （小項目）（様式４-３）の見方

 Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ

Ａ 推定修繕工事項目

Ｂ 工事区分
Ⅱ 建物……補修、修繕、撤去・新設など

Ⅲ 設備……更生、補修、取替など

Ｃ 修繕周期 （参考）
おおよその耐用年数から計画する修繕周期。

例えば、２ 屋根防水では、屋上防水の補修、

修繕が12～15年、撤去・新設が24～30年を

参考に計画されています。

Ｄ 小項目
推定修繕工事項目をさらに細分化して表記

Ｅ Ⅳ 外構・その他
    18 調査・診断、設計、工事監理等費用

19 長期修繕計画作成費用（見直し）

＊理事会、修繕委員会で検討する際に更に詳細

の情報が必要な場合は、長期修繕計画標準様式

の「推定修繕工事費内訳書（様式４-４）」を参照し

てください。管理会社によっては、内訳書を添付し

ている場合もあります。

Ｅ
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４-２ 長期修繕計画表（小項目）（様式４-３）の読み取り方のポイント

 

ポイント１ 適切な修繕時期の見極め方
長期修繕計画で計画する修繕工事の実施時期が適切かどうかは、劣化診断調査、

保守点検業者の報告書や点検業者からのヒアリングにより確認することができます。

長期修繕計画における資金計画として診断調査費を計上しておくことが重要です。

劣化の進行状況、不具合を把握し、実施時期を判断します。

管理組合で判断が難しい場合は第三者の意見を聞くことも有効です。

ポイント２ 修繕委員会などの専門委員会の設置
任期にとらわれずに長期修繕計画を検討、実行していくためには修繕委員会などの

専門委員会の設置が必要です。委員を募集しても中々人が集まらないという声をよく

耳にしますが、最初は少人数の委員でもいいと思います。

委員会の活動で得た経験、知識を蓄積し、次の世代に継承していくことが大事です。

ポイント３ 修繕計画に漏れがないか
長期修繕計画に設備関係の修繕の抜けや漏れがないか小項目の内容をチェックし

なければなりません。特に消防設備は要注意で法令にも関係するため普段から消防

用設備点検結果報告書の内容を確認しておく必要があります。

また、建築基準法に基づく定期報告（特殊建築物定期調査）で「既存不適格」と指摘

されている設備等の改善計画が盛り込まれているかチェックすることも重要です。



＊機械式駐車場がある場合の加算額
＝機械式駐車場の１台当り月額の修繕工事費（下表）×

台数÷ﾏﾝｼｮﾝの総専有床面積（㎡）

５ 修繕工事の資金となる修繕積立金の検討

 
長期修繕計画で修繕積立金の残高が赤字に陥る場合は、それを改善する資金計

画が必要です。マンションの高経年化に伴い組合員の高齢化も進み一時金の徴収や

修繕積立金の増額は組合員に大きな負担をかけることになり避けるべきです。

修繕積立金の額については、国土交通省

の「マンションの修繕積立金に関するガイド

ライン」（令和6年6月改定版）に専有部分の

㎡当りの額が目安として示されています。

奈良県の「マンション管理の無料相談」で

相談を受けるマンションで機械式駐車設備

が無い場合は㎡当り１７０円が多いようです。

修繕積立金の値上げだけに頼らず、修繕

積立金の運用も考えなければなりません。

億を超える修繕積立金を無利息の銀行口

座で保管しているケースをよく見かけます。

住宅金融支援機構の「マンションすまい・る

債」などで修繕積立金を上手に運用するこ

とも一つの方法です。
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６ 長期修繕計画の見直しについて

 

国土交通省の「長期修繕計画標準様式 長期修繕計画作成ガイドライン」（令

和６年６月改訂版）では、長期修繕計画は５年ごとに見直すとされています。

一方、令和４年４月に開始された「マンション管理計画認定制度」では長期修繕

計画の７年ごとの見直しが認定基準となっています。

長期修繕計画の見直しは総会決議が必要と説明しましたが、５年毎の見直しの

場合でも、実務面から考えると見直しを行う前の劣化診断調査、調査結果に基づ

く検討、総会決議を含めると７年程度要することになります。

私見ですが、長期修繕計画の見直しを５年ごととし、準備段階から総会決議を

含めて７年と考えています。

計画期間が３０年間の長期修繕計画で２回の大規模修繕を行うことが望ましい

とされていますが、２回目以降の大規模修繕では新築時の性能に戻す改修工事

に加え、既存性能のグレードアップを図る改良工事が求められます。

また、長期修繕計画の見直しに際して同時に修繕積立金の見直しも行います。

見直しに当たっては建物や設備の劣化状況を正確に把握し、計画に反映するこ

とになります。近年、材料費（石油関連製品）や人件費が高騰し、任期の限られた

理事会での対応が難しくなってきており、修繕委員会等の専門委員会の設置が

益々必要になっています。
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「長期修繕計画の正しい読み取り方」をテーマに、長期修繕計画で「何が分かるの

か」、「どのように見れば良いのか」についてお話ししました。

マンションに持ち帰りご検討を加えていただければ幸いです。

 ●適切な修繕時期の見極め方

      劣化診断、点検報告書で劣化状況を把握し適切な時期を判断します。

     理事会、修繕委員会で判断が難しい場合は、第三者の専門家に相談を。

 ●修繕積立金の額の設定

     修繕積立金の額は専有部分の㎡当りの単価の目安を参考に設定。

     組合員の負担軽減を最優先に。一時金の徴収や借り入れは回避する方向で。

 ●修繕積立金の運用

修繕積立金を無利息口座で保管している場合は、「マンションすまい・る債」での運用を。

 ●修繕委員会等の専門委員会の設置

長期修繕計画をしっかり読み取り、マンションの長寿命化を実現するため継続性が期待

できる専門委員会の設置をご検討ください。

【お問合せ先】 NPO法人 奈良県マンション管理組合連合会
TEL・FAX 0742-26-0335
Email：narakenkanren8@gamma.ocn.ne.jp

７ まとめ
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